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川崎市路上喫煙の防止に関する条例及び取組の概要 

１ 条例の概要

（１）沿革

川崎市では、平成18年 4月に市民等の身体及び財産の安全の確保を目的とした「川

崎市路上喫煙の防止に関する条例」（以下「条例」という。）を施行し、安全・安心な

まちづくりを推進してきました。 

条例では、特に路上喫煙を防止する必要があると認める主要駅周辺などを「重点区

域」に指定し、路上喫煙防止に取り組んでいます。 

（２）目的 

    路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、も

って市民の生活環境の向上に資することを目的としています。（条例第１条） 

（３）条例の規制対象となる路上喫煙の定義 

    駅前広場その他の一般交通の用に供する場所において、たばこを吸うこと及び火

の付いたたばこを持つことを「路上喫煙」と定義しています。（条例第２条） 

（４）規制の内容 

    ○市内全域：路上喫煙をしないよう努めるものとしています。（条例第５条） 

    ○重点区域内：市民等は、重点区域においては市長が定める場所（指定喫煙場所）

を除き路上喫煙をしてはならないものとしています。（条例第８条） 

また、違反した者は、過料（２，０００円）に処することとして

います。（条例第１０条及び条例施行規則第６条） 

２ 条例制定及び制定後の経過

○平成１８年 ４月：川崎市路上喫煙の防止に関する条例及び施行規則施行 

○平成１８年 ６月：重点区域として、川崎駅、武蔵小杉駅、武蔵溝ノ口駅、鷺沼駅及

び新百合ケ丘駅周辺を指定

○平成１８年１０月：罰則規定施行 過料２，０００円 

○平成２２年１２月：重点区域として、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺を指定 

○平成２６年 ３月：武蔵小杉駅南口地区西・東街区の整備完了に伴い武蔵小杉駅周辺

の重点区域を変更（拡大）

○平成２７年 ４月：重点区域として、新川崎・鹿島田駅周辺を指定

○平成２９年 １月：武蔵溝ノ口駅南口周辺の整備完了に伴い武蔵溝ノ口駅周辺の重点

区域を変更（拡大）
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３ 重点区域について

（１）重点区域指定の考え方

    路上喫煙対策と散乱防止対策の事業を連携して進めるため「川崎市飲料容器等の

散乱防止に関する条例」における重点区域と同じ区域を指定しております。散乱防

止の重点区域指定の基準として、「散乱防止重点区域の指定等に関する要綱」におい

て、都市計画マスタープラン等の地域拠点の中で、駅前広場や駅周辺の整備状況等

を検討し、人通りの多い、主にターミナル駅の駅前広場、広場を起点とした主要道

路及びこれらと接続した公共的施設、商店街等への道路等を指定しています。 

（２）区域を限定することによる効果

「重点区域」については、人の往来が多い区域に限定して、重点的、集中的かつ

きめ細かく対策を講じ意識啓発を行うことで、区域外（市内全域）への波及効果が

期待でき、また条例の周知・ＰＲ等の効果が高いと考えています。 

（３）罰則の適用について

路上喫煙の違反は、歩行者の安全確保を困難にすることから、喫煙者のルールや

マナーの徹底が必要不可欠です。また、ルールやマナーを守らない違反者への罰則

適用は、一定程度必要であるため、適用範囲を重点区域内に限定したうえで罰則を

適用しています。 

参考 市内の重点区域（計７地区指定）

     川崎駅周辺、新川崎・鹿島田駅周辺、武蔵小杉駅周辺、武蔵溝ノ口駅周辺 

鷺沼駅周辺、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺、新百合ヶ丘駅周辺 

４ 主な取組み内容

 ○路上喫煙防止対策指導員による巡回指導

○啓発キャンペーン活動（ポイ捨てと連携実施）

○路面標示、のぼり旗・電柱幕の設置

○各種広報の実施（市インターネットホームページへの掲載、市営バス車内広報等）

   参考 路上喫煙防止対策指導員による注意・指導及び過料徴収実績 

年 度 注意・指導件数 過料徴収件数 

平成２４年度 ８，４３９件 ５件 

平成２５年度 １３，０８６件 ６件 

平成２６年度 １０，６４４件 ７件 

平成２７年度 １１，３２２件 ６件 



○　調査地点

区名

川崎区

中原区

高津区

宮前区

多摩区

麻生区

○　調査結果

川崎駅
（東口）

川崎駅
（西口）

新川崎・鹿
島田駅

武蔵
小杉駅

武蔵
溝ノ口駅

鷺沼駅 登戸駅 新百合ヶ丘駅 計
川崎駅
（東口）
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島田駅

武蔵
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溝ノ口駅
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4.29%
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1.53% 4.29% 1.58% 1.23% 1.41% 6.75% 1.93%

14 7 2 2 5 10 5
0.63% 2.23% 0.07% 0.09% 0.35% 3.12% 0.71%

5 1 7 0 3 13 0
0.25% 0.04% 0.22% 0.00% 0.19% 4.22% 0.00%

17 0 4 0 3 5 3
0.79% 0.00% 0.10% 0.00% 0.18% 1.85% 0.37%

5 0 6 0 2 7 1
0.23% 0.00% 0.17% 0.00% 0.12% 2.78% 0.11%

5 0 8 1 1 3 0
0.28% 0.00% 0.36% 0.05% 0.05% 0.64% 0.00%

7 1 3 0 1 0 0
0.35% 0.06% 0.11% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00%

1 1 4 0 1 1 0
0.06% 0.06% 0.15% 0.00% 0.05% 0.23% 0.00%

2 0 6 0 0 1 0
0.12% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.25% 0.00%

2 0 0 4 1 0 2 0
0.11% 0.00% 0.00% 0.16% 0.05% 0.00% 0.55% 0.00%

2 0 2 1 0 0 1 0
0.15% 0.00% 0.25% 0.04% 0.00% 0.00% 0.23% 0.00%
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4,485 811 2,560

幸区鹿島田　　　　　セブンイレブン前（新川崎駅・鹿島田駅間）H27.4～
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9
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2,491

H27.04

幸区

新川崎駅・鹿島田駅周辺

1,988 1,797

武蔵小杉駅周辺

武蔵溝ノ口駅周辺

1,624

1,664

1,803

川崎区砂子　　　　　横浜銀行付近（ＪＲ川崎駅方向から市役所方向）

調査場所

路 上 喫 煙 通 行 量 調 査 集 計  （平日午前８時から９時）

高津区溝口　　　　　キラリデッキ上（ＪＲ武蔵溝ノ口駅方向から丸井方向）

中原区小杉町　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行前（ＪＲ小杉駅方向からタワープレイス方向）

幸区堀川町　　　　　川崎駅西口バスターミナル前（ＪＲ川崎駅方向から産業振興会館方向）H20.4～

幸区大宮町　　　　　川崎駅西口信号手前ラゾーナ側（ＪＲ川崎駅方向から大宮町方向）H18.4・H19.4

重点区域名

川崎駅周辺（東口）

川崎駅周辺（西口）

鷺沼駅周辺

登戸・向ヶ丘遊園駅付近

新百合ケ丘駅周辺 麻生区新百合ケ丘　　デッキ上イトーヨーカドー前（新百合ケ丘駅方向から川崎西合同庁舎方向）

多摩区登戸　　　　　三井生命登戸ビル前（ＪＲ登戸方向から向ヶ丘遊園駅方向）

宮前区鷺沼　　　　　駅前広場神戸屋前（鷺沼駅方向から東急ストア方向：相互）

10,061 45 0.45

うち喫煙者数
喫煙者率
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H20.04 1,995

978 14,222

13,077 21

13,408 32

11,741 29

2,001

11,131

H22.04
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0.04

18 0.16
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日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所

川崎区 4日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅 9日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅 30日(月) JR川崎駅東口 11日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅 1日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅 5日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅

幸区 14日(木) 鹿島田駅 12日(木) 尻手駅 30日(月) 川崎駅西口 7日(木) 新川崎駅 4日(木) 鹿島田駅 1日(木) 新川崎駅

中原区 7日(木) JR武蔵小杉駅北口 12日(木) 武蔵新城駅 30日(月) 東急武蔵小杉駅東口 7日(木) 武蔵中原駅 4日(木) JR武蔵小杉駅横須賀線口 1日(木) 元住吉駅

高津区 5日(火) 溝口駅キラリデッキ 10日(火) 溝口駅キラリデッキ 30日(月) 溝口駅キラリデッキ 5日(火) 溝口駅キラリデッキ 2日(火) 溝口駅キラリデッキ 6日(火) 溝口駅キラリデッキ

宮前区 6日(水) 宮前平駅 11日(水) 宮崎台駅 30日(月) 鷺沼駅 6日(水) 鷺沼駅 3日(水) 宮前平駅 7日(水) 鷺沼駅

多摩区 8日(金) 向ヶ丘遊園駅 10日(火) 稲田堤駅 30日(月) 登戸駅 5日(火) 向ヶ丘遊園駅 2日(火) 生田駅 6日(火) 登戸駅

麻生区 4日(月) 新百合ケ丘駅 2日(月) 新百合ケ丘駅 30日(月) 新百合ケ丘駅 4日(月) 新百合ケ丘駅 1日(月) 新百合ケ丘駅 5日(月) 新百合ケ丘駅

日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所 日・曜日 実施場所

川崎区 25日(日) JR川崎駅東口 7日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅 5日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅 16日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅 6日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅 6日(月) JR川崎駅東口京急川崎駅

幸区 25日(日) 川崎駅西口 10日(木) 矢向駅 1日(木) 川崎駅西口 5日(木) 鹿島田駅 2日(木) 新川崎駅 2日(木) 川崎駅西口

中原区 25日(日) JR武蔵小杉駅北口 10日(木) 武蔵新城駅 1日(木) 東急武蔵小杉東口 5日(木) 武蔵中原駅 2日(木) JR武蔵小杉駅横須賀線口 2日(木) 元住吉駅

高津区 25日(日) 溝口駅キラリデッキ 8日(火) 溝口駅キラリデッキ 6日(火) 溝口駅キラリデッキ 10日(火) 武蔵溝ノ口駅南口・西口 7日(火) 溝口駅キラリデッキ 7日(火) 溝口駅キラリデッキ

宮前区 25日(日) 鷺沼駅 9日(水) 宮崎台駅 7日(水) 鷺沼駅 11日(水) 鷺沼駅 8日(水) 鷺沼駅 8日(水) 宮崎台駅

多摩区 23日(金) 稲田堤駅 8日(火) 向ヶ丘遊園駅 6日(火) 登戸駅 10日(火) 中野島駅 7日(火) 向ヶ丘遊園駅 7日(火) 登戸駅

麻生区 23日(金) 新百合ケ丘駅 7日(月) 新百合ケ丘駅 5日(月) 新百合ケ丘駅 16日(月) 新百合ケ丘駅 6日(月) 新百合ケ丘駅 6日(月) 新百合ケ丘駅

２月 ３月

臨時キャンペーン

１０月（統一美化活動） １１月 １２月 １月

平成２８年度路上喫煙防止等統一キャンペーン年間計画表

４月 ５月 ６月(ごみ０キャンペーン） ７月 ８月 ９月

実施日

６月２２日（水）

１１月２７日（日）
１２月１５日（木）
１２月１６日（金）
１２月２０日（火）

場所

尻手駅

新川崎・鹿島田駅（ペデ上）
新川崎・鹿島田駅（ペデ上）
武蔵溝ノ口駅南口・西口
武蔵溝ノ口駅南口・西口

１月１８日（水）
１月２５日（水）
２月２日（木）１２月２２日（木） 武蔵溝ノ口駅南口・西口 重点区域拡大　告知

場所

武蔵溝ノ口駅南口・西口

武蔵溝ノ口駅南口・西口
武蔵溝ノ口駅南口・西口

実施日

１月６日（金）

１月１２日（木）
１月１６日（月）

備考

横浜市と共同開催

重点区域拡大　告知
重点区域拡大　告知

県・横浜と共同開催

武蔵溝ノ口駅南口・西口
武蔵溝ノ口駅南口・西口

矢向駅

備考

重点区域拡大　告知

重点区域拡大　周知
重点区域拡大　周知
重点区域拡大　周知
重点区域拡大　周知

重点区域拡大　告知武蔵溝ノ口駅南口・西口１２月２６日（月）
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川崎市路上喫煙の防止に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、

もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 路上喫煙 道路、川崎市駅前広場占用条例（昭和38年川崎市条例第20号）第３条に規定す

る駅前広場その他の一般交通の用に供する場所において、たばこを吸うこと及び火の付いたた

ばこを持つことをいう。 

(２) 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。 

(３) 事業者 本市の区域内で事業活動を行うものをいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に係る意識の啓発を図る等必要な

施策を推進しなければならない。 

（市民等及び事業者の責務） 

第４条 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する路上喫煙の防止に関

する施策に協力しなければならない。 

（喫煙者の責務） 

第５条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めるものとする。 

（路上喫煙防止重点区域） 

第６条 市長は、市民等の身体及び財産の安全の確保を図るため、路上喫煙を特に防止する必要が

あると認める区域を路上喫煙防止重点区域（以下「重点区域」という。）として指定することが

できる。 

２ 市長は、前項の規定により重点区域を指定したときは、その旨を告示する。 

（重点区域の指定の変更等） 

第７条 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができ

る。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により重点区域の指定を変更し、又は解除する場合について

参考資料 １
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準用する。 

（重点区域における路上喫煙の禁止） 

第８条 市民等は、重点区域において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が別に定める場所

においては、この限りでない。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第10条 第８条の規定に違反した者は、20,000円以下の過料に処する。
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川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市路上喫煙の防止に関する条例（平成17年川崎市条例第95号。以下「条例」とい

う。）の実施のため必要な事項を定めるものとする。 

（標識の設置） 

第２条 市長は、条例第６条第１項の規定により路上喫煙防止重点区域（以下「重点区域」という。）を指

定したときは、重点区域内に標識を設置するものとする。 

（重点区域の指定等に係る告示） 

第３条 条例第６条第２項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 指定した重点区域の名称及び区域 

(２) 指定の効力が生ずる日 

２ 条例第７条第２項において準用する条例第６条第２項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項と

する。 

(１) 指定を変更し、又は解除した重点区域の名称及び区域 

(２) 指定の変更又は解除の効力が生ずる日 

（路上喫煙防止指導員） 

第４条 条例第10条に規定する過料の処分に係る事務その他の路上喫煙の防止に関する事務を行わせるた

め、路上喫煙防止指導員を置く。 

２ 路上喫煙防止指導員は、市長が任命する。 

３ 路上喫煙防止指導員は、路上喫煙の防止に関する事務を行う場合においては、路上喫煙防止指導員証（第

１号様式）を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

（告知及び弁明の機会の付与） 

第５条 市長は、条例第10条の規定により過料を科すときは、告知書・弁明書（第２号様式）により、あら

かじめ告知し、及び弁明の機会を付与するものとする。 

（過料） 

第６条 市長は、条例第10条の規定により過料を科する場合においては、過料決定書（第３号様式）を交付

するものとする。 

２ 条例第10条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。 

（委任） 

第７条 この規則の実施のため必要な事項は、市民文化局長が定める。

参考資料 ２


